
1 
 

教育民生委員会 会議録 

 

日 時  令和７年６月２０日（金曜日） 午前 ９時５５分～午前１０時８分 

場 所  臼杵庁舎２階 第３委員会室 

 

出席委員の氏名 

  委 員 長 芝田 英範    副委員長 平川 幸司    委  員 伊藤  淳 

  委  員 広田 精治    委   員 匹田  郁    委  員 吉岡  勲 

 

欠席委員の氏名 

 （ な し ） 

 

説明のため出席した者の職氏名  

政策監（市民担当兼福祉保健担当） 柴田  監  高齢者支援課長 安藤 隆文  

教育次長兼教育総務課長 佐藤 忠久  社会教育課長 那賀 啓史  

契約検査課長 小野 憲吾  その他関係職員   

 

出席した事務局職員の職氏名 

  書記  工藤 真里子 

 

傍聴者 

 （ な し ） 

 

会議に付した事件及び審査結果 

  ＜審査議案＞ 

番  号 件               名 審査結果 

第 40 号 臼杵市老人憩の家条例の一部改正について 原案可決 

第 44 号 工事請負契約の締結について 原案可決 

 

午前 ９時５５分 開議 

 

○委員長（芝田英範） 

 ただいまから教育民生委員会を開催いたします。これより、議事に入ります。本委員会に付
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託されました議案は２件であります。お手元の次第に沿って審査を行いたいと思います。 

まず、高齢者支援課所管の第４０号議案 臼杵市老人憩の家条例の一部改正についてを議題

といたします。執行部の説明を求めます。 

◎高齢者支援課長（安藤隆文） 

（ 議案書及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（芝田英範） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は、挙手をもってお願いします。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（芝田英範） 

以上で、質疑を終わります。 

これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（芝田英範） 

以上で、討論を終わります。 

これより採決を行います。第４０号議案については、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（芝田英範） 

異議なしと認めます。よって、第４０号議案については、原案のとおり可決すべきものとし

て決しました。以上で高齢者支援課所管の議案審査を終わります。 

休憩いたします。 

 

午前 ９時５７分 休憩 

 

午前１０時 １分 再開 

 

○委員長（芝田英範） 

再開いたします。 

次に、社会教育課所管の第４４号議案 工事請負契約の締結についてを議題といたします。

執行部の説明を求めます。 

◎社会教育課長（那賀啓史）  

（ 議案書及び配布資料に基づき説明 ） 

○委員長（芝田英範） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は、挙手をもってお願いします。 
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〇委員（匹田 郁） 

 要望しておきます。２億９，７００万円の予算で約２億２，４００万円での仮契約となった。

躯体は残しますよね。中だけ変えるということは、躯体等に関するものはそのまま使えるとい

うことだろうから、追加工事等が発生しないようにしてもらいたい。もし、本当にそういうこ

とが起きたら、速やかに委員長に報告して金額等を確認して、委員会を開くなどしてもらいた

い。くどいようだけど、追加工事はないものと思って、その辺はしっかり業者と話し合ってく

ださい。 

◎社会教育課長（那賀啓史） 

今後、議決をいただいた後に本契約となりますが、業者のほうとしっかり打合せをして、追

加工事が発生しないように、心がけていきたいと思っております。 

○委員（広田精治） 

入札は何社なのか。ＪＶが幾つか参加されたんですか。 

◎契約検査課長（小野憲吾） 

入札は６社、ＪＶを組んで入札をしております。 

〇委員（広田精治） 

大和・匹田というのは、県内の業者ですか。 

◎契約検査課長（小野憲吾） 

はい。県内の電気工事の施工実績が年間７億円以上ある大手の会社と臼杵市、津久見市、佐

伯市にある電気工事のＡクラスの会社、その要件を満たす会社でＪＶを組んで、６社入札に参

加しております。 

○委員長（芝田英範） 

 ほかにございませんか。 

以上で、質疑を終わります。 

これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（芝田英範） 

以上で、討論を終わります。 

これより採決を行います。第４４号議案については原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（芝田英範） 

異議なしと認めます。よって、第４４号議案については、原案のとおり可決すべきものとし

て決しました。 

以上で社会教育課所管の議案審査を終わります。 

以上で教育民生委員会に付託されました議案２件の審査を終了いたします。 
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これをもちまして教育民生委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

午前１０時 ８分 閉会 

 

臼杵市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに記録を作成する。 

 

令和７年６月２０日 

 

臼杵市議会 

教育民生委員会委員長  芝田 英範 


